
 

 

東日本高速道路株式会社関東支社が発注する東日本大震災に係る舗装災害復旧

工事の入札参加業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について 

 

平成２８年９月２１日 

公 正 取 引 委 員 会 

  

公正取引委員会は，東日本高速道路株式会社（以下「ＮＥＸＣＯ東日本」とい

う。）関東支社が発注する東日本大震災に係る舗装災害復旧工事（注）の入札参加業者に

対し，本日，独占禁止法の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。 

本件は，東日本大震災に係る舗装災害復旧工事の入札参加業者が，独占禁止法第

３条（不当な取引制限の禁止）の規定に違反する行為を行っていたものである。 
（注）「東日本大震災に係る舗装災害復旧工事」とは，ＮＥＸＣＯ東日本関東支社が平成２３年７月２２日，同年

８月３１日及び同年９月３０日に入札公告をした，東日本大震災により被災した高速道路の舗装本復旧工事

を内容とする舗装工事をいう。 

 

１ 違反事業者数，排除措置命令及び課徴金納付命令の対象事業者数並びに課徴金額

（違反事業者名，各違反事業者の課徴金額等については別表のとおり。） 

違反事業者数 
排除措置命令 
対象事業者数 

課徴金納付命令 
対象事業者数 

課徴金額 

８社 ８社 ５社 ４億８０２９万円 

 

２ 違反行為の概要（詳細は別添排除措置命令書参照） 

別表記載の８社（以下「８社」という。）は，平成２３年９月７日，さいたま市

内の飲食店において，東日本大震災に係る舗装災害復旧工事について，受注機会の

確保等を図るため 

⑴ 各工事（平成２３年７月２２日に入札公告された「東関東自動車道 千葉管内

舗装災害復旧工事」を除く。後記⑵において同じ。）の受注予定者 

⑵ 各工事における受注予定者以外の者は，受注予定者が受注できるように協力す

ること 

を合意することにより，公共の利益に反して，東日本大震災に係る舗装災害復旧工

事の取引分野における競争を実質的に制限していた。 

 

３ 排除措置命令の概要 

⑴ ８社は，それぞれ，次の事項を，取締役会において決議しなければならない。 

ア 前記２の合意が消滅していることを確認すること。 

イ 今後，相互の間において，又は他の事業者と共同して，ＮＥＸＣＯ東日本関

東支社が発注する舗装工事について，受注予定者を決定せず，各社がそれぞれ

自主的に受注活動を行うこと。 

⑵ ８社は，それぞれ，前記⑴に基づいて採った措置を，自社を除く７社及びＮＥ

ＸＣＯ東日本関東支社に通知し，かつ，自社の従業員に周知徹底しなければなら

ない。 

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局審査局第三審査上席 

電話 ０３－３５８１－３３９８（直通） 

ホームページ http://www.jftc.go.jp/ 



 

 

⑶ ８社は，今後，それぞれ，相互の間において，又は他の事業者と共同して，Ｎ

ＥＸＣＯ東日本関東支社が発注する舗装工事について，受注予定者を決定しては

ならない。 

 

４ 課徴金納付命令の概要 

⑴ 課徴金納付命令の対象事業者は，平成２９年４月２４日までに，それぞれ別表

の「課徴金額」欄記載の額（総額４億８０２９万円）を支払わなければならない。 

⑵ 日本道路株式会社は，単独で，前記２の違反行為をすることを企て，かつ，

８社のうち自社を除く７社に対し当該違反行為をすることを唆すことにより，当

該違反行為をさせたことが認められたため，独占禁止法第７条の２第８項第１号

に該当する者であることから，同項の規定に基づき，同社に対して５割加算した

算定率を適用している。 

⑶ 前田道路株式会社，鹿島道路株式会社，大林道路株式会社及び大成ロテック株式

会社（以下「４社」という。）は，調査開始日の１月前の日までに前記２の違反

行為をやめており，当該違反行為に係る実行期間が２年未満であることから，独

占禁止法第７条の２第６項の規定に基づき，４社に対して２割減算した算定率を

適用している。 

 

 


